
　2007 年 10 月 20 日（土）、国際医療福

祉大学大講堂（栃木県大田原市）にて、「新

しい介護を創る研究会」が開催されました。

介護職の離職が著しい昨今、介護報酬の体

系を握っている「介護保険制度介護保険制度」に原因が

あることは間違いありませんが、介護職に

対する「社会的認知社会的認知」や「介護の専門性介護の専門性」

にも原因があるのではと、新しい介護を創

る研究会の開催を呼びかけたのは竹内孝仁竹内孝仁

氏（国際医療福祉大学大学院教授）氏（国際医療福祉大学大学院教授）。

　介護は、保険制度が作られるほど社会的

になくてはならない職種となり、これまで

に看護職を上回る介護職が生まれているに

もかかわらず、社会的認知は低いといわれ

ています。必要とされている職種でありな

がら、国家資格に相当するほどの専門性が、

現在の介護職にはないという意味でもあり

ます。「この状況を切り抜け、専門職として

の社会的認知を獲得し、待遇改善への道を

拓き、魅力とやり甲斐のある職業とするに

は、これまでの介護を一新した介護理論とこれまでの介護を一新した介護理論と

技術「自立支援介護」を開拓し実践するこ技術「自立支援介護」を開拓し実践するこ

ととである」と竹内氏。この日は、自立支援

介護の実践に取り組み成果をあげている施

設から、事例の発表も行われました。

　広島県庄原市にある介護老人保健施設愛介護老人保健施設愛

生苑の宮本彰敏氏（社会福祉士）生苑の宮本彰敏氏（社会福祉士）は、『ショー

トステイを 2 週間利用することで、認知症

の症状を改善』している事例を報告。

◎◎30 年間数々の公職を勤めていたが、息子

が他界し、物忘れ、会話の繰り返しが出現し、

アルツハイマー型認知症と診断された男性。

現在 90 歳で ADL は自立しているが、排泄

の間に合わないことが増え、夜間家の中を

歩き回り、電気を点けたり消したりと症状
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が悪化し家族介護は限界。通所サービスを

利用していたが、ショートステイに変更。

　まず、心身の健康を取り戻していただく

ために、水分摂取量 1 日 1,500ml、栄養所

要量 1 日 1,500kcal、運動量 1 日 2km 歩行

という具体的な数値を設定し、便秘改善、

孤独の解消を目標に介護計画を立てました。

【初日】元気がなく、落ち着かず、何度もト

イレに行き、睡眠は 3 時間程度。

【2 日目】外出を試み 1.5km ほど歩いたが、

ほとんど部屋で過ごし、睡眠は 4 時間程度。

【3 日目】施設内をウロウロしていると、パ

ワーリハビリテーションに興味を持ち実行。

外出の距離も 3km になり、睡眠時間も 7 時

間に増える。

【4 日目】水分量・食事量・運動量すべて増し、

睡眠も良好だが、電気を点けたり、消した

りという症状がまだある。

【5 日目】水分摂取量 2,120ml、栄養所要量

1,450kcal、運動量 5km 歩行＋パワーリハ

ビリテーションと目標数値をほぼクリア。

ウロウロしたり、電気を点けたり消したり

という行動はこの日から見られなくなり、

睡眠時間も 8 時間とぐっすり眠れる。排便

に関しては、本人が「流し方がわからない」

と申し出たことで確認。

　結果、身体的な体調を整え、規則正しい

生活をし、社会交流を持つことで、家族を

困らせていた異常と思える行動はまったく

なくなり、昔のような地域の世話役の姿を

取り戻しました。愛生苑では、自立支援型自立支援型

の介護を実践することで、認知症の症状を 2の介護を実践することで、認知症の症状を 2

週間以内で治しています週間以内で治しています。このような成果

があげられるのは、介護理論と技術を身に

つけ、実践することのできるスタッフが育っ

ているからこそでしょう。



　東京都世田谷区にある世田谷区立特別養世田谷区立特別養

護老人ホームきたざわ苑の斉藤貴也氏（施護老人ホームきたざわ苑の斉藤貴也氏（施

設サービスグループマネジャー）設サービスグループマネジャー）は、『在宅・

入所相互利用の実践を通して考えられる、

これからの特養の在り方』を発表。「在宅・「在宅・

入所相互利用加算制度」とは、在宅生活を入所相互利用加算制度」とは、在宅生活を

継続する観点から、同一の個室を複数人で継続する観点から、同一の個室を複数人で

計画的に利用するもの計画的に利用するもので、3 ヶ月の入所期間

を上限とし、要介護 3 から要介護 5 の方が

対象となります。

◎◎96 歳の女性。脳血管性認知症と診断され、

要介護 3。平成 16 年に右大腿骨を骨折し入

院したことを機に、認知症の症状が悪化。

長女と二人暮らし。娘は母親と一緒に自宅

で暮らし続けたいという気持ちはあるもの

の、夜中に起こされるなど介護負担が増し、

どうしたらよいのか困り果てる。終の棲家

として特養へ入所するのではなく、在宅・

入所相互利用加算制度を利用し、3 ヶ月とい

う限られた期間の中で、介護負担となって

いる周辺症状をなくし、在宅へ帰そうとい

う計画を立てる。

　当初は娘の姿が見えないと不安になり大

声を出すなど、施設に入所するのは難しい

状況でした。施設の女性職員が自宅に通い、

一緒に唄を歌うなど関係作りを築くことか

ら始め、どうにか入所にこぎつけました。

最初の１週間は、興奮、帰宅願望、不眠な

ど環境不適応、身体不調が原因と思われる

症状が出ていましたが、自宅に通い関係作

りをしてきたなじみあるスタッフを中心に

「水分摂取」「活動量アップ」という対応を

していくなかで徐々に落ち着いてきたよう

です。

　また、耳が聞こえず筆談をしていました

が、通院することで耳垢がたまっていたこ

とが原因とわかり、数回の通院で耳が聞こ

えるようになると、コミュニケーションも

円滑になり、不安な状態になっても声をか

けることで落ち着くようになりました。

　2 ヵ月後に退所の日を迎え、現在は週に 3

回デイサービスに通っています。自ら水分

を飲む習慣もつき、夜中に娘を起こすこと

もなくなりました。「死んでもらいたい」と

思うこともあったという娘は、「母のことを

真剣に考えてくれる人がいるとわかり、母

に対してやさしく接することができるよう

になった」と、感想を述べたそうです。

　これまでは「特養」＝「一生入る」「二度と

帰れない」というイメージがあり、利用者

も家族も入所に対する葛藤がありましたが、

これからは在宅生活の継続も視野に入れた

特養の利用という選択肢も広がりました。

自立支援に向けた家族アプローチをしてい

くには、根拠に基づいた理論が必要です。

在宅復帰・在宅生活継続の成果は、介護の在宅復帰・在宅生活継続の成果は、介護の

仕事の醍醐味仕事の醍醐味であり、介護職員のモチベー介護職員のモチベー

ションは向上ションは向上、施設全体のレベルアップ施設全体のレベルアップに

つながっているといいます。入所者の回転

が早まることで特養待機者も減少特養待機者も減少し、施設施設

経営にも反映経営にも反映されています。

　介護保険制度そのものに変化が必要であ

ると同時に、経営サイドも変わらなければ

なりません。介護職自身も、知識・技術・

経験を積み上げ、自らの専門職としての地

位を築いていくことが必要なのです。

平成 20 年度「認知症を治すケア研究会」

の開催に関しては　http://www.koureha.co.jp/

　　


